
 

令和６年度事業報告 

 

【開発部事業】 

令和６年度は、水産庁の補助事業「スマート水産業推進緊急事業のうちスマート水産業普

及推進事業（R5補正）」「スマート水産業推進事業のうちスマート水産業普及推進事業（R6）」

「令和５年度養殖業体質強化緊急総合対策事業」「水産エコラベル認証取得支援事業」の４

件、水産庁の委託事業「有明海のアサリ等の育成技術高度化実証事業」｢ウナギ種苗の商業

化に向けた大量生産システムの実用化事業｣の２件及び水産業・漁村活性化推進機構の委託

事業「養殖業成長産業化提案公募型実証事業」「養殖業シナジービジネス創出事業」の２件

をそれぞれ受託して実施した。 

 

【海外水産コンサルティング事業部事業】 

令和 6年度は、農林水産省からの補助事業として、「水産物持続的利用推進支援事業」を、

会員各位の協力のもと、タンザニア、コートジボワール、ギニアなどなど計 5か国に対して

調査を実施した。また、水産庁からの受託事業として、「国際漁業振興協力事業のうち水産

開発調査事業」を受託してアンゴラなど 4か国の調査を実施した。 

さらに、受託事業として、独立行政法人国際協力機構からの研修支援業務と情報収集・確

認調査及び SEAFDEC支援業務を受託して実施した。 

 

１．補助事業 

（１）水産物持続的利用推進支援事業（R3～） 

太平洋島嶼国やアフリカ諸国は、その排他的経済水域が我が国かつお・まぐろ漁船などに

とって重要な漁場であるばかりでなく、国際場裡において水産物の持続的利用の観点から協

調を図ってきた重要なパートナーであるが、近年では入漁料の高騰等により安定的な入漁が

困難になっているほか、ワシントン条約（CITES）等の国際場裡での連携強化についても早急

な対応が必要となっているのが現状である。 

本事業は、途上国への資源管理等の積極的な漁業協力を通じ、国際的な水産資源管理の取

組を推進するとともに、我が国漁船の海外漁場における操業を確保することを目的とし、我

が国との水産外交上の重要国、かつ、近年我が国との連携強化が望まれる国を対象に、水産

分野の専門家を派遣し、現地において政府関係者や水産業従事者等から聞き取り調査等を行

い、その結果に基づき、「漁村の拠点整備」、「海洋環境保全の取組」など、産業育成やコミュ

ニティの強靭性・福祉向上に資する総合的な取組に対する技術的助言及び協力案件形成の提

案を実施した。 

令和 6 年度は、タンザニア、コートジボワール、ギニア、コモロ、セネガルの 5 か国に対

して調査を実施した。 

 

（２）水産エコラベル認証取得支援事業（R2～） 

農林水産物・食品の輸出を促進するとする政府の方針を実行するため、我が国の水産物の

輸出環境の整備及び市場拡大を図り、近年、特に国際取引において活用されている、生産さ

れた水産物が持続可能な漁業・養殖業由来であることを示す水産エコラベル認証の国内外に



 

おける活用を加速化させることが重要である。このため、水産エコラベル認証を取得しよう

とする漁業者や養殖業者、流通加工関係事業者に対する効率的な認証取得に向け、審査の事

前準備となるコンサルティング（取組状況の確認、申請書作成等）の実施を支援する。令和

６年度は、認証取得を希望する事業者に対する９件のコンサルティングを実施した。 

 

（３）スマート水産業推進緊急事業のうちスマート水産業普及推進事業（R5補正） 

地域におけるスマート化の取組をリードする伴走者を育成支援するとともに、伴走者のサ

ポートの下で生産者がスマート機械を導入・利用する取組の支援を行い、その成果や知見を

全国に伝播していくことで、スマート水産業の普及を推進する。令和６年２月にスマート水

産機械等メーカー向け説明会を実施し、全国で４２件のスマート機械の導入を支援したほか、

伴走者講習会、先進事例視察会、勉強会を開催するとともに、伴走者向け HPの充実を図った。 

 

（４）スマート水産業推進事業のうちスマート水産業普及推進事業（R6） 

地域におけるスマート化の取組をリードする伴走者を育成支援するとともに、伴走者のサ

ポートの下で生産者がスマート機械を導入・利用する取組の支援を行い、その成果や知見を

全国に伝播していくことで、スマート水産業の普及を推進する。具体的には、全国で７０件

のスマート機械の導入を支援したほか、伴走者講習会、先進事例視察会、勉強会の開催をし、

また、伴走者向け HPの充実を図った。 

 

（５）令和５年度養殖業体質強化緊急総合対策事業（R5補正） 

魚粉などの原料価格の高騰や不漁など新たなリスクの下でも、持続的に養殖生産を行うこ

とができるよう、配合飼料の主原料である魚粉の国産化等に対する取り組み、天然由来の種

苗から人工種苗への転換の取り組み及び養殖コストの低減に資する取り組みを支援すること

を目的としている。「国産飼料原料転換対策事業」、「国産人工種苗転換対策事業」、「養殖コス

ト低減対策事業」では「給餌効率の向上支援」と「協業化による養殖経営体の生産性向上」

の各事業について計 4回の公募を行い、89件が採択され、事業申請者による取り組みが進め

られた。 

 

２．水産庁からの受託事業 

（１）令和６年度有明海のアサリ等の育成技術高度化実証事業 

有明海はアサリやサルボウガイなどの水産有用二枚貝類の有数の生産地であり、また、ノ

リ養殖の主要な生産地であるが、近年は漁場環境の悪化等に伴い生産が低迷しており、関係

漁業者は原因究明や漁場環境改善のための調査、実証事業の実施等を求めている。 

このような中、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成１４年

法律第 120 号）に基づき環境省に設置されている有明海・八代海等総合調査評価委員会は、

有明海及び八代海等の再生に係る評価を行い、報告書を取りまとめ、平成２９年３月に農林

水産大臣ほか関係主務大臣に提出した。また、令和４年３月には、同委員会により委員会報

告に掲げられた再生目標や再生方策等の進捗状況や課題等について整理が行われ、「中間取り

まとめ」が取りまとめられた。本事業では、「中間取りまとめ」を踏まえつつ、天然採苗技術

を活用したアサリの育成・収穫、環境変動に対応したアサリの育成、作業効率の高いアサリ



 

の保護育成及び二枚貝等による貧酸素水塊軽減等の漁場への影響評価により、各漁場のアサ

リ等の育成技術高度化のための技術開発及びその実証を行うこととなっている。 

事業実施にあたり、豪雨の発生が増えるなど厳しい環境条件の中で効率良くアサリの生産

ができるように、過年度の事業で開発したパーム（ヤシガラ繊維）を用いたアサリの採苗、

網袋による保護育成や離底器具による埋没対策などの各種技術を更に高度化し、漁業者に取

り組んでいただけるよう作業工程を効率化するため、現地実験を重ねていく計画としている。 

令和６年度は、豪雨による長期間の低塩分化や貧酸素水塊による顕著な被害は見られなか

ったが、低塩分や貧酸素が観測された海域で稚貝の方が成貝よりも生き残りが良いという現

地実験の結果が得られ、サイズ選別による対策技術の有効性が示された。また、ネトロンパ

イプを用いたパーム入り採苗器を縦置きにすることにより効率的にアサリを採苗できること、

輸入資材であるパームを代替する国産資材として杉の葉が有用であることを見出した。事業

の運営にあたっては、(1)参画機関とともに実施計画を作成して現地実証実験を進めた。また、

(2)技術検討・評価委員会を６月、９月、２月の 3 回実施、(3)有明 4 県の各地区協議会を５

月、１０月、２月の 3 回実施、(4)令和６年９月に長崎県で現地検討会を実施、（5）「令和６

年度有明海のアサリ等の育成技術高度化実証事業報告書」の作成を行った。 

 

（２）ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実用化事業（R6～R8） 

ウナギ養殖については、天然種苗の採捕量の減少等により養殖生産に大きな影響が出てお

り、国民への安定的なウナギの供給が懸念されている。現在、ウナギ種苗の大量生産技術の

確立に取り組んでいるところであるが、種苗大量生産の事業化を加速させる施策を講じる必

要がある。 

このため、これまでの技術開発成果を踏まえ、人工ウナギ種苗の実用化・社会実装を加速

させるために、本事業では①高い生残・成長を実現する持続可能かつ社会実装実装可能な仔

魚用飼料の開発、②省力化・省エネルギー化による人工種苗生産の低コスト化、③仔魚生残

の低下や高コストの大きな原因である長い仔魚期間の育種などによる短縮、④人工種苗量産

技術の普及および人工種苗由来ウナギの市場流通に向けた評価にかかる研究開発について、

水産研究・教育機構を中心として、大学、公設試、民間企業と共同で取り組むこととしてい

る。令和６年度は、飼料組成の改良、自動飼育装置のコストダウン、飼育水槽の形状改良、

育種プログラムの進捗などの成果が得られた。また、民間養殖業者への技術移転も加速し、

１万尾余りのシラスウナギの生産を達成した。事業の運営にあたっては、(1)計画検討のため

の第１回検討委員会を 5 月に開催、成果検討のための第 2 回検討委員会を 2 月に開催した。

また、現地視察と中間検討会を 10月に鹿児島県志布志市にて実施した。さらに、６年度は「人

工ウナギ種苗の利用管理についてのガイドライン案作成」の業務を担当し、人工シラスウナ

ギ生産者が満たすべき生産能力・管理体制等についての実態調査及び有識者、ステークホル

ダー等で構成される研究会で検討を行った上、「ウナギ人工種苗の利用管理に係るガイドライ

ン（案）」を作成し、水産庁に提出した。 

 

（３）国際漁業振興協力事業のうち水産開発調査事業（R3～） 

太平洋島嶼国やアフリカ諸国は、その排他的経済水域が我が国かつお・まぐろ漁船などに

とって重要な漁場であるばかりでなく、国際場裡において水産資源の持続的利用の観点から



 

協調を図ってきた重要なパートナーである。しかしながら、太平洋島嶼国においてみられる

ように、我が国漁船の入漁を巡っては、入漁料の高騰が見られる一方で、水産分野における

協力 ニーズが従来のものから変化してきており、民間投資促進につながる水産協力や産業育

成につながる水産協力に加えて、水産物の流通（国内流通及び輸出）の改善も必要とされて

いる。国際場裡での水産資源の持続的利用に係る連携に関しては、ワシントン条約（CITES）

等での関係国との連携強化が益々重要となっている。 

本事業は、こうした国際的な状況を踏まえつつ、我が国漁船の安定した入漁の確保及び国

際場裡における連携を推進するために、水産外交上重要な国において、最新の水産協力ニー

ズを適切にとらえ、広域の技術協力や個別課題に対応した水産協力に係る方針の策定に資す

る基礎情報収集及び個別課題の抽出等を行うことを目的とし、令和 6 年度はパラオ共和国、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、グレナダ、アンゴラ共和国の４か国に対して調

査を実施し、報告書を取り纏めた。 

 

３．水産庁以外からの受託事業、自主事業、その他事業 

（１）SEAFDEC支援業務（H12～） 

東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）の部局員を対象とした本邦研修を４コース実施し

た。 

 

（２）JICA本邦研修支援業務 

独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施する本邦研修業務が適正かつ円滑に実施される

ことを目的として、研修内容を含む研修計画の作成、研修員受入機関との連絡調整を実施し

た。 

令和 6年度は、課題別研修「小規模内水面養殖」、課題別研修「違法・無報告・無規制（IUU）

漁業抑止にかかる政策・対策（A）英語」、課題別研修「違法・無報告・無規制（IUU）漁業抑

止にかかる政策・対策（B）仏語」、課題別研修「コールドチェーンの確立による水産物の品

質向上（水産冷凍機器の保守管理）」、コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理

に向けた制度整備と実践」、カンボジア国別研修「魚病対策研究開発」、インドネシア国別研

修「違法・無報告・無規制（IUU）漁業対策」、チュニジア国国別研修「IUU漁業対策と水産物

トレーサビリティー強化-在外補完研修」を実施した。 

 

（３）JICA情報収集・確認調査（R5～R7） 

 「全世界水産ブルーエコノミー事業戦略実施支援情報収集・確認調査」において、令和 6年

度は、JICA 水産協力の有用事例の工夫を共有するためのツールボックス案の設計を行った。

ツールボックスの設計にあたり、効果的かつ有用なツールボックス作成のために JICA水産協

力の有用事例のあるバヌアツとセネガルで現地調査を行った。 

 

（４）養殖業成長産業化提案公募型実証事業(水漁機構、R3～R8) 

水産庁が進める養殖業成長産業化を実現するため、養殖業における生産性向上又は収益性

向上のための技術開発・実証に取組む計画（以下「養殖業技術開発計画」という。）を専門家

等で構成される「マーケット・イン型養殖業・生産管理評価委員会技術開発部会」により評



 

価・認定し、養殖業技術開発計画に基づく取組みの支援を実施している。 

令和６年度は 5名の委員を委嘱して、3回の公募を行い、4件を認定養殖業技術開発計画と

して採択した。うち 3件は助成金の交付申請も承認され、事業が開始されている。また、6件

が事業終了したため履行検査や精算手続き、実績報告書受領等の手続きを行った｡現在、19件

が実施中であり、進捗管理を行っている。 

 

（５）養殖業シナジービジネス創出事業(水漁機構、R4～R8) 

水産庁が進める養殖業成長産業化を実現するため養殖業における異業種分野との連携によ

る収益性・生産性の高い養殖ビジネスの創出・ビジネスモデルの実証に関する計画を専門家

等で構成される「マーケット・イン型養殖業・生産管理評価委員会・評価委員会養殖連携部

会」により評価・認定し、養殖業ビジネス計画に基づく取組みの支援を実施するため、「養殖

業シナジービジネス創出プラットフォーム」と「水素燃料電池養殖作業船プラットフォーム」

を設置し、それぞれ「ゼロ魚粉飼料真鯛を通じた地域協業化と国内外販促に向けた垂直連携

事業」及び「魚類養殖における水素燃料電池を導入した給餌船の開発と実証」が実施されて

いる。 

令和 6年度は、両事業の中間報告会の開催や中間検査を実施するなどの進捗管理を行った。 

 

（６）その他事業 

・海外専門家派遣協力業務 

（独）国際協力機構（JICA）が実施する専門家派遣業務に関し、本会に所属する水産分

野の専門家の中から、水産行政・政策アドバイザー等の職種については派遣を行ってきた。

その他の水産関連技術専門家については、JICA担当部署や水産庁国際課海外漁業協力室か

ら適宜情報を収集し、関心を持つ会員に随時情報提供するとともに、JICA担当部署等に人

材情報を提供した。 

 

４．啓発普及事業 

本会の研究事業に関する広報活動として、養殖業成長産業化提案公募型実証事業第１回公開

成果報告会を令和 6年 6月 27日にオンライン形式で開催し、これまでに終了した同事業のうち

3件の成果を一般向けに紹介した。また、技術士（水産部門）の養成に寄与すべく技術士試験対

策講習会を開催し、会員へのサービスに努めた。 

・技術士（水産部門）第二次試験対策講習会（令和 6年 4月 6日開催済み 受講者数 7名） 

 

その他、海外水産コンサルティング事業部が担当している事業や関連業務に関し、水産庁、

外務省、国際協力機構その他官公庁及び関連団体の動向等を会員等に速やかに通知することを

目的として、毎月５日付けでＯＦＣＡ/ＭＦ２１速報（№175～No.186）を発行し、会員へのサ

ービスに努めた。 

 

５．その他 

国等が公募を行う調査等の補助事業等（企画提案型）のうち、本会として取り組むことが適

当なものについては、積極的に応募した。 



 

また、世界の水産業の情勢や我が国が実施する水産分野の国際協力及び本会の事業や関連業

務の実施状況に関する情報を定期的に水産庁へ報告することにより、本会が実施する業務が円

滑かつ効果的に遂行され、各事業目的が十分達成されるよう、水産庁国際課海外漁業協力室へ

の報告会議を毎月開催した。 


